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①
江戸川区中央 1-2-18

江戸川北青色申告会 新会館が完成しました。
来局時には場所のお間違いがないよう、ご注意下さい。

● ●

に移転しました

「

」

◆1月 7日 ( 木 ) からは新会館 ( 江戸川区中央 1-2-18) へお越しください。
◆ご相談は感染防止対策のため予約制となります。ご予約のない方は窓口でご相談ください。
◆決算サポート時は持ち物チェックリスト (12 月号に同封 ) をご確認いただき、ボールペン ( 消

せるもの不可 )をご持参ください。
◆電子申告による 65万円控除をご希望の方は、必ず 2月 27 日 ( 土 ) までに決算サポートを完
了してください。
◆年末調整相談は 1 月 20 日 ( 水 ) までとなります。
◆固定資産税減免手続きのご相談は 1 月 22 日 ( 金 ) までとなります。
◆相談時の添付書類の控えについては、事前にご用意ください。会でご用意する場合は費用を
頂戴いたします。

引っ越しに伴い、会員の皆さまにはご不便をお掛けいたしました。引き続き「江戸川北青色
申告会」をご利用ください。

【TEL 03-3656-0621・FAX 03-3656-1104 ※変更ありません】



江戸川北税務署長
小島　信子 様

新
年
の
ご
挨
拶

新
年
の
ご
挨
拶

　

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。

令
和
３
年
の
年
頭
に
当
た
り
、
一
般

社
団
法
人
江
戸
川
北
青
色
申
告
会
の
皆

様
に
謹
ん
で
新
年
の
お
慶
び
を
申
し
上

げ
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
度
は
新
会
館
の

開
館
、
ま
こ
と
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。

旧
年
中
は
、
小
原
会
長
を
は
じ
め
と

す
る
役
員
並
び
に
会
員
の
皆
様
に
は
、

税
務
行
政
の
円
滑
な
運
営
に
つ
き
ま
し

て
、
格
別
の
ご
理
解
と
多
大
な
る
ご
協

力
を
賜
り
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

貴
会
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
で
活
動

が
大
き
く
制
限
さ
れ
る
中
、
個
別
の
記

帳
指
導
を
通
じ
て
、
青
色
申
告
制
度
の

普
及
・
育
成
に
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た

ほ
か
、
会
報
誌
な
ど
を
通
じ
て
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
制
度
や
税
制
改
正
の
周
知
活
動

な
ど
を
地
道
に
継
続
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
こ
れ
ら
の
申
告
納
税
制
度
の
発

展
と
納
税
道
義
の
高
揚
の
た
め
の
た
ゆ

み
な
い
活
動
に
対
し
ま
し
て
、
心
か
ら

敬
意
を
表
す
る
次
第
で
す
。

さ
て
、
ま
も
な
く
令
和
２
年
分
の

確
定
申
告
の
時
期
を
迎
え
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

税
務
署
に
お
き
ま
し
て
は
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の

た
め
、
例
年
混
雑
す
る
申
告
作
成
会
場

に
お
い
て
は
「
入
場
整
理
券
」
を
お
配

り
し
、
「
密
」
を
回
避
し
た
会
場
運
営

と
す
る
予
定
で
す
。
な
お
、
入
場
整
理

券
の
配
付
状
況
に
応
じ
て
後
日
の
来
場

を
お
願
い
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ

の
た
め
、
確
定
申
告
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
を
利
用
し
た
ス
マ
ホ
に
よ
る

ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
を
推
奨
し
て
い
ま
す
の
で
、

貴
会
に
お
か
れ
ま
し
て
も
周
知
・
広

報
に
一
層
の
ご
協
力
を
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

ま
た
、
本
年
か
ら
「
マ
イ
ナ
ポ
ー

タ
ル
」
を
利
用
し
た
申
告
等
に
必
要

な
情
報
提
供
が
開
始
さ
れ
ま
す
。
提

供
さ
れ
る
情
報
は
順
次
拡
充
さ
れ
る

予
定
で
、
今
後
も
一
層
便
利
に
な
っ

て
い
き
ま
す
の
で
、
ま
だ
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち
で
な
い
方
は
、

是
非
こ
の
機
会
に
取
得
し
ご
利
用
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

な
お
、
会
員
の
皆
様
に
お
か
れ
ま

し
て
は
、
令
和
２
年
分
か
ら
65
万
円

の
青
色
申
告
特
別
控
除
の
要
件
に
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
に
よ
る
申
告
（
又
は
電
子
帳
簿

保
存
）
が
新
た
に
加
え
ら
れ
て
お
り

ま
す
の
で
、
江
戸
川
北
青
色
申
告
会

で
実
施
さ
れ
る
税
理
士
に
よ
る
代
理

送
信
な
ど
を
利
用
し
て
の
電
子
申
告

を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

結
び
に
当
た
り
、
一
般
社
団
法
人

江
戸
川
北
青
色
申
告
会
の
益
々
の
ご
発

展
と
会
員
の
皆
様
の
ご
健
勝
、
並
び
に

ご
事
業
の
ご
繁
栄
を
心
か
ら
祈
念
い
た

し
ま
し
て
、
新
年
の
挨
拶
と
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

江戸川北青色申告会
会長　小原　忠一

　

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。

　

会
員
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
輝

か
し
い
新
年
を
お
健
や
か
に
迎
え
ら
れ

ま
し
た
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま

す
。

　

さ
て
、
昨
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル

ス
が
蔓
延
す
る
年
と
な
り
ま
し
た
。
税

務
署
の
青
色
コ
ー
ナ
ー
が
確
定
申
告
期

間
中
に
中
止
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
始
ま

り
、
所
得
税
及
び
消
費
税
の
確
定
申
告

期
限
の
４
月
15
日
へ
の
延
長
が
ご
ざ
い

ま
し
た
。
ま
た
そ
の
後
、
緊
急
事
態
宣

言
が
発
令
さ
れ
る
中
、
青
色
申
告
会
で

は
東
京
都
の
緊
急
支
援
対
策
事
業
と
し

て
、「
東
京
都
感
染
拡
大
防
止
協
力
金
」

等
の
専
門
家
の
事
前
確
認
手
続
き
を
行

い
、
多
く
の
事
業
者
の
方
に
会
を
ご
利

用
頂
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
も
国
や
東
京
都
な
ど
の
地
方

公
共
団
体
に
よ
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル

ス
に
よ
る
事
業
者
支
援
が
行
わ
れ
、
そ

の
ご
相
談
に
対
応
す
る
た
め
事
務
局
で

も
予
約
制
の
強
化
、
ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
、

体
温
測
定
の
実
施
な
ど
感
染
症
の
予
防

対
策
を
行
い
な
が
ら
、
現
在
も
多
く
の

ご
相
談
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

　

令
和
２
年
度
は
青
色
申
告
創
立
70
周

年
と
い
う
節
目
の
年
で
ご
ざ
い
ま
し
た

が
、
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
影
響
に
よ
り

定
時
総
会
は
来
賓
等
を
招
待
せ
ず
少
人

数
で
開
催
、
毎
年
６
会
場
で
開
催
し
て

い
た
地
域
ま
つ
り
の
中
止
及
び
会
員
旅

行
の
延
期
等
、
会
の
事
業
活
動
が
行
え

な
い
状
況
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
会
員
の
た
め
の
青
色
申
告
会

と
し
て
、
個
人
情
報
の
管
理
を
厳
密
に

行
う
ル
ー
ル
化
と
し
て
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

マ
ー
ク
の
取
得
、
新
会
館
の
建
設
の
活

動
は
順
調
に
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

ま
た
令
和
２
年
分
の
所
得
税
等
の
税

制
改
正
適
用
分
と
し
て
基
礎
控
除
及
び

青
色
申
告
特
別
控
除
が
改
正
さ
れ
ま
し

た
。
特
に
青
色
申
告
特
別
控
除
は
電
子

申
告
を
行
う
と
税
金
が
有
利
に
な
る
場

合
も
ご
ざ
い
ま
す
。
当
会
の
電
子
申
告

の
体
制
は
、
東
京
税
理
士
会
江
戸
川
北

支
部
の
税
理
士
先
生
方
に
ご
協
力
を
頂

き
代
理
送
信
を
行
い
ま
す
。
電
子
申
告

に
よ
る
65
万
円
を
ご
希
望
の
方
は
お
早

め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

本
年
は
新
会
館
に
て
新
し
い
年
を
迎

え
、
今
後
も
青
色
申
告
制
度
の
普
及
推

進
と
税
知
識
の
高
揚
に
努
め
、
役
職
員

一
丸
と
な
っ
て
会
員
増
強
に
努
め
信
頼

さ
れ
る
青
色
申
告
会
を
目
指
し
て
ま
い

り
ま
す
。
今
後
と
も
ご
理
解
ご
協
力
を

賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。

　

結
び
に
、
会
員
皆
様
の
ご
健
勝
並
び

に
ご
事
業
の
ご
繁
栄
を
祈
念
致
し
ま
し

て
新
年
の
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

謹
賀
新
年

会　

長　

 

小
原　

忠
一

副
会
長　

加
藤　

繁
男

副
会
長　

加
藤　

三
千
夫

副
会
長　

佐
川　

信
夫

副
会
長　

松
丸　

廣

理
事
・
役
職
員
一
同

本
年
も
よ
ろ
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

年
明
け
は

1
月

7
日(

木)

よ
り
業
務
開
始
と
な
り
ま
す
。

※

新
会
館
で
の
営
業
で
す
。



令和 2 年度
納税表彰式

税務功労及び納税功労表彰

▶(

左
上
か
ら)

吉
田 

俊
秋
、
西
川 

学
、
柴
崎 
利
成
、

江
戸
川
北
税
務
署 

副
署
長 

迫
田 

壮
一
郎
様
、

(

左
下
か
ら)

佐
藤 

京
子
、
小
原 

忠
一
、
江
戸
川
北

税
務
署 

署
長 

小
島 

信
子
様
、
加
藤 

則
子
、
三
田 

栄
一
郎

《授賞式のようす》

加納 邦夫大木 時子磯ケ谷 栄子 結城 健吾

《東京国税局長表彰》・《東京都功労者表彰》小原 忠一
《江戸川北税務署長表彰》加藤 則子・佐藤 京子・三田 栄一郎
《江戸川北税務署長感謝状》柴崎 利成・西川 学・結城 健五・吉田 俊秋

(11 月 10 日 ( 火 )・江戸川北税務署にて )

江戸川区長感謝状江戸川区長感謝状江戸川区長感謝状

受賞者一覧

東京都税事務所長感謝状

( 敬称略 )



【事務局カレンダー】

年
末
調
整
相
談
の
み

1
月  

7
日
・ 

8
日

1
月 

　
7
日

年
始
相
談
開
始

(

新
会
館
へ
移
転)

(

1
回
30
分
間)

1
月 

　
25
日

決
算
サ
ポ
ー
ト
開
始(

3
月
12
日
ま
で)

1
月 

　
20
日

年
末
調
整
相
談
最
終
日

に
ご
協
力
く
だ
さ
い

会
館
移
転
募
金

事
務
局
受
付
前
に
下

の
募
金
箱
が
設
置
し

て
あ
り
ま
す
。

皆
さ
ま
か
ら
の
温
か

い
ご
支
援
を
お
待
ち

し
て
お
り
ま
す
。

電
子
申
告
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
11
月
26
日(

木)

、
三
者
協

議
会
で
令
和
2
年
分
代
理
送
信

の
協
定
に
調
印
を
行
い
ま
し

た
。

　　
当
会
で
は
東
京
税
理
士
会
江

戸
川
北
支
部
の
ご
協
力
の
も
と

代
理
送
信
に
よ
る
電
子
送
信
を

行
っ
て
お
り
ま
す
。
お
早
め
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▶(

左
か
ら)

小
原
会
長
、
江
戸
川
北

税
務
署 

迫
田
副
署
長
、
東
京
税
理
士

会
江
戸
川
北
支
部 

鈴
木
支
部
長

 
 

令和 3 年 1 月 1 日現在、23 区内に償却資産を所有している方は、申告が必要です。令

和 3 年 2 月 1 日（月）までに、資産が所在する区にある都税事務所に申告してください。

申告にあたっては、電子申告（eLTAX：エルタックス）もご利用できます。詳しくは、eLTAX

ホームページ（https://www.eltax.lta.go.jp/）をご覧いただくか、eLTAX ヘルプデスク

（0570-081459）までお問い合わせください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

主税局 コロナ 

 

 

 

 

 

 

 

（１）特例申告書 

（２）特例対象資産一覧 

（３）収入が減少したことを証する書類（写） 

（４）（個人事業主で事業用家屋を所有している場合）特例対象家屋の事業専用割合を示す書類（写） 

※詳細については、主税局ホームページをご確認ください。 

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置により、事業収入が一定程度減少（※１）した中小事業者等

（※２）で令和３
．．．

年
．
２
．
月１日
．．．

（
．
月）までに
．．．．．

特例
．．

の申告をされた場合
．．．．．．．．．

、事業用家屋及び償却資産に係る令和３年度分

の固定資産税及び都市計画税の課税標準を２分の１又はゼロとします。 

※１ 令和２年２月～１０月までの間における任意の連続する３ヶ月の事業収入が、前年の同期間と比べて、 

３０％以上５０％未満減少している方 ２分の１ 

５０％以上減少している方 ゼロ 

※２ 資本金若しくは出資金の額が１億円以下の法人（資本又は出資を有しない法人は従業員数 1,000 人以下）又は 
常時使用する従業員数が 1,000 人以下の個人等が該当します。性風俗関連特殊営業を営んでいる方を除きます。 

資産の所在する区 

にある都税事務所 
中小事業者等 

認定経営革新等 

支援機関等 

① 特例申告書を 

ダウンロード 
④上記書類を郵送又は持参にて提出 

② 確認依頼 
③ 確認 

申告期限（令和３年２月１日消印有効）を過ぎてしまった場合、軽減措置を受けること

ができなくなりますので、必ず期限内にご申告いただきますようお願いします。 

 

 

軽減措置の要件に該当する方（上記対象者に当てはまる方）は、以下の手順でご申告ください。 

 

特例申告書の裏面の【認定経営革
新等支援機関等確認欄】に記名・
押印をもらいます。 

窓口の混雑緩和のため、
ぜひ郵送をご利用くだ
さい。 

新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者等の 

令和３年度分の固定資産税・都市計画税の軽減制度について 

提出書類一式を 

ご用意ください。 

検索 

 

詳細は、コールセンターへお問い合わせいただくか、主税局ＨＰをご覧ください。 

 

 

お問合せ先 

主税局 コロナ 検索 

▶主税局ホームページ 

 

東京都江戸川都税事務所 電話 03-3654-2151（代表） 
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/
ncov/new_virus_kotei_small.html 

▶東京２３区固定資産税コロナコールセンター 

（平日９時から１７時） 

開設期間：令和２年１２月１日(火)～令和３年２月１日(月) 

 

１月は固定資産税（償却資産）の申告月です（23 区内） 

江戸川都税事務所からのお知らせ 

※次回は 5 月号の配布です。


